
１．件名：福島第一原子力発電所における実施計画の変更認可申請（ＡＬＰＳ処理水

の海洋放出関連設備の設置等）に係る面談 

２．日時：令和４年２月２２日（火）１３時３５分～１７時４０分 

３．場所：原子力規制庁１８階会議室 

４．出席者 

原子力規制庁 

 原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 

竹内室長、澁谷企画調査官、新井安全審査官、久川係員 

知見主任安全審査官、横山係長、髙木係長、 

石井係長、塩唐松係員、髙木技術参与（テレビ会議システムによる出席） 

東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー 

 プロジェクトマネジメント室 担当４名（うちテレビ会議システムによる出席１名） 

 福島第一原子力発電所 担当６名（うちテレビ会議システムによる出席３名） 

 

５．要旨 

 東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。）から、令和 3

年 12 月 21 日付けで提出のあった実施計画の変更認可申請（ＡＬＰＳ処理水の

海洋放出関連設備の設置等）について、次回（第 10 回）東京電力福島第一原子

力発電所 多核種除去設備等処理水（以下「ＡＬＰＳ処理水」という。）の処分

に係る実施計画に関する審査会合（以下「審査会合」という。）に向けて、資料

に基づき、以下の説明があった。 

【ALPS 処理水の海洋放出設備の申請内容に係る主要な論点に対する回答】 

 原子炉等規制法に基づく審査の主要論点 

 海洋放出設備 

 海洋放出前のタンク内 ALPS 処理水の放射能濃度の均質化 

 【審査会合における主な指摘事項等に対する回答】 

 原子炉等規制法に基づく審査の主要論点 

 海洋放出設備 

 ALPS 処理水の海水への混合希釈率の調整及び監視 

 海洋放出前のタンク内 ALPS 処理水の放射能濃度の均質化 

 異常の検出と ALPS 処理水の海洋放出の停止方法 

 機器の構造・強度、地震・津波など自然現象に対する防護、誤操作防

止、信頼性等 

 海洋放出時の保安上の措置 

 

 原子力規制庁は、上記説明内容を確認するとともに、審査会合用の資料の作成

に当たっては、第３回審査会合で原子力規制庁が提示した論点に対する回答を

明確にした上で、その考え方、根拠等を充実するよう伝えた。 

 

６．資料 

ＡＬＰＳ処理水希釈放出設備及び関連施設の新設について（案） 


